
議案第 ７６ 号

訴えの提起について

次のとおり損害賠償請求の訴えを提起することについて、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 96 条第１項第 12 号の規定により議会の議決を求める。

令和 ６ 年１２月 ４ 日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

１ 訴えの相手方

株式会社 山本組

同代表者代表取締役

同代表者代表取締役

２ 事件名

損害賠償請求事件

３ 訴えの趣旨

（１）相手方に対し、９８９万１０００円及びこれに対する平成２１年６月６日から

支払い済みまで年５分の割合による金員の支払いを求める。

（２）相手方に対し、訴訟費用の負担を求める。

４ 訴えの理由

平成２６年（ワ）第１９３７号損害賠償請求事件は、平成２７年１月１６日に判決

言い渡しを受け平成２７年２月５日に判決は確定した。その後、執行文を取得し相手

方に対し支払いを求め、執行による回収を模索したが回収できていない状況にあり、

執行文の取得より１０年の令和７年２月４日に債権が時効を迎えることから、債権保

全のため訴えを提起する。
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＜事件経過＞

平成１８年８月２２日執行の「熊取町営大原住宅建替工事（第２期）」指名競争入

札での談合事件が平成１９年１０月に発覚し、同２０年３月に刑事裁判として判決が

出されたことを受け、平成１５年から同１９年までの熊取町が発注した１５７件の建

設工事において談合が繰り返されていたとして、住民訴訟（平成２１年（行ウ）第９

９号損害賠償請求事件）として平成２１年６月６日に提起され、平成２４年６月８日

に大阪地方裁判所より、１４４件の建設工事について建設業者２３者に対し認定額を

５億５７３２万４７７５円及び不真正連帯債務として個人２名に対しそれぞれ５０

００万円及び４０００万円とする一部認容判決を受けた。

第一審判決後、本訴訟において補助参加する建設業者より控訴（平成２４年（行コ）

第１０１号損害賠償請求控訴事件）がなされ、平成２５年５月１０日に大阪高等裁判

所において、認定額を３億７４７４万９７２５円及び不真正連帯債務として個人２名

に対しそれぞれ５０００万円及び４０００万円とする一審判決を一部変更する旨の

判決の言い渡しを受け、平成２５年１２月１７日最高裁決定により控訴審判決が確定

した。

住民訴訟の判決確定を受け、町は地方自治法第２４２条の３第１項の規定に基づき、

平成２６年２月１４日を期限として、同判決による金員の支払いを求めたが、期限ま

での支払いがない１８者及び個人２名に対し、地方自治法第２４２条第の３第２項の

規定に基づき、平成２６年３月４日に損害賠償請求訴訟（平成２６年行（ワ）第１９

３７号）を提起した。

株式会社山本組に対しては、１３３５万６０００円及び平成２１年６月６日から支

払済みまで年５分の割合による金員を支払えとする判決言い渡しを平成２７年１月

１６日に受け、同年２月５日に判決確定した。

今回の訴えは、上記判決確定した１３３５万６０００円より大阪広域水道企業団に

引き継がれた債権３４６万５０００円を除く９８９万１０００円とするもの。
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